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第５回教育委員会（定例会）次第

１ 開会

２ 報告事項 別添 資料№１のとおり

３ 議事     ページ

（１）専決処理事項の報告

報告第７号 新型コロナウイルス感染症への対応について（第５報）･･･････････････当日配付

報告第８号 生涯学習課所管施設の臨時休館について･･････････････････････････････････１

（２）議案

議案第２０号 令和２年度一般会計教育委員会関係６月補正予算（案）について

･･････････８

４ その他

（１）次回の教育委員会の日程（案）

令和２年６月１８日（木）午前９時３０分～

（２）その他

５ 閉 会



戸教学第４７０号 
令和２年５月１５日 

戸田市立各小・中学校長 様 

戸田市教育委員会 
教育長  戸ヶ﨑 勤 

新型コロナウイルス感染症への対応について（第五報） 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために御尽力いただいていることに感謝い
たします。 

さて、これまで、学校再開に向けて準備を進めていただいているところですが、この
度の臨時休業の延長に伴い、授業時数の確保のため、令和２年度に限り戸田市立小・中
学校管理規則（昭和３２年教育委員会規則第２号）第３条（６）(７）の夏季休業日、冬
季休業日を下記のとおり変更する予定です。 

なお、令和２年５月１５日（金）時点のものであり、６月１日（月）より学校再開を
前提としたものとなります。今後の状況に鑑み、変更がある場合には、改めて通知しま
す。 

記 

１ 入学式について 
小学校 ６月２日（火）  
中学校 ６月１日（月）  
なお、詳細については、各学校の通知をお願いします。 

２ 戸田市立小・中学校管理規則第３条（６）の夏季休業日について 
【変更前】 

夏季休業日 ７月２１日から８月２４日まで 
【変更後】 

夏季休業日 ８月１日から８月２０日まで 
ただし、中学３年生については、８月１日から８月１８日まで 

３ 戸田市立小・中学校管理規則第３条（７）の冬季休業日について 
【変更前】 

冬季休業日 １２月２５日から翌年１月７日まで 
【変更後】 

冬季休業日 １２月２６日から翌年１月６日まで 

４ その他 
○給食の開始について

当面は、配膳を必要としない簡易な給食を提供する予定です。
小学校の給食開始は令和２年６月４日（木）
中学校の給食開始は令和２年６月３日（水）

○各学校での授業時間数確保の対策について
各学校において、時間割の変更や土曜授業の実施などを行ってください。
なお、詳細については、各学校から保護者へ通知をお願いします。

○学校再開の留意事項等の詳細については、別途通知いたします。

  担当：学務課  
  岩﨑 （３７５）

報告第７号



 

令和２年５月１５日  
 
 戸田市立各小・中学校保護者 様  
 
 

戸田市教育委員会  
 
                          

新型コロナウイルス感染症への対応について（第五報）  
 
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために御理解・御協力をいただき感謝

申し上げます。  
この度の臨時休業の延長に伴い授業時数の確保のため、令和２年度に限り夏季

休業日、冬季休業日を下記のとおり変更する予定です。  
つきましては、本趣旨を御理解の上、御協力くださいますようお願いいたしま

す。 
なお、令和２年５月１５日（金）時点のものであり、６月１日（月）より学校再

開を前提としたものとなります。学校再開の授業の形態や行い方については、今

後の感染の状況や国や県の動向を踏まえ、変更がある場合には、改めて通知しま

す。 
 

記 
 
１ 入学式について  
 小学校 ６月２日（火） 
 中学校 ６月１日（月） 
 なお、詳細については、各学校の通知を御覧ください。  
 
 
２ 夏季休業日について 
夏季休業日 ８月１日（土）から８月２０日（木）まで  
ただし、中学３年生については、８月１日（土）から８月１８日（火）まで  

 
 
３ 冬季休業日について 
冬季休業日 １２月２６日（土）から翌年１月６日（水）まで 

 
 
４ その他  

○給食の開始について 
当面は、配膳を必要としない簡易な給食を提供する予定です。 
小学校の給食開始は令和２年６月４日（木） 
中学校の給食開始は令和２年６月３日（水）     

○各学校での授業時間数確保の対策について 
各学校において、時間割の変更や土曜授業の実施等を行います。 
なお、詳細については、各学校からお知らせします。  

 ○学校再開の留意事項等の詳細については、別途通知いたします。  



生涯学習課所管施設の臨時休館について

戸田市立図書館の臨時休館の継続について 

１ 臨時休館期間 

変更前  令和２年４月１１日（土）から５月６日（水）まで

変更後  令和２年４月１１日（土）から５月１５日（金）まで

再変更後 令和２年４月１１日（土）から５月３１日（日）まで 

２ 理 由 等 

戸田市立図書館については、新型コロナウイルスの確実かつ効果的な感染防止策

を講じ、図書館利用者の健康被害を防ぐ観点から、図書館全館を臨時休館としてい

たが、第１０回新型コロナウイルス対策本部会議（以下「本部会議」という。）にお

いて、５月１５日まで休館の継続が決定され、さらに、第１２回本部会議において、

５月３１日まで継続が決定されたため。 

○戸田市立図書館条例～抜粋～

（休館日）

第６条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた

ときは、これを臨時に変更し、又は定めることができる。 

区分 休館日 

戸田市立中央図書館、戸田市立図

書館下戸田分室及び戸田市立図

書館美笹分室 

(1) 毎月の第２月曜日、第４月曜日及び第５月

曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）第３条に規定する

休日（以下「休日」という。）である場合を除

く。） 

(2) １月１日から同月４日まで及び１２月２

９日から同月３１日まで 

(3) 館内整理日（毎月末日。ただし、その日が
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日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。

以下同じ。） 

(4) 特別整理期間（毎年１回１５日以内で教育

委員会が定める日。以下同じ。） 

戸田市立図書館上戸田分館 (1) 毎月の第３月曜日（その日が休日である場

合を除く。） 

(2) １月１日から同月３日まで及び１２月２

９日から同月３１日まで 

(3) 館内整理日

(4) 特別整理期間

戸田市立図書館下戸田南分室 (1) 毎月の第１火曜日、第３火曜日及び第５火

曜日（その日が休日である場合を除く。） 

(2) １月１日から同月４日まで及び１２月２

９日から同月３１日まで 

(3) 館内整理日

(4) 特別整理期間

戸田市立図書館戸田公園駅前配

本所 

(1) 戸田市行政センター条例（平成２２年条例

第１号）第７条の表アの項に規定する戸田市

戸田公園駅前出張所の休所日 

(2) 特別整理期間
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（報告第 8 号 追加資料） 

図書館サービスの一部再開について 

 
 戸田市立図書館では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年４月１１日（土

曜）から５月３１日（日曜）まで全館を臨時休館することとしていたが、政府の基本的対処

方針や埼玉県における図書館の一部緩和措置を踏まえ、５月２０日（水曜）から以下の施設

で開館時間を変更の上、一部サービスを再開する。 
 
 
１ 再開日 
  令和２年５月２０日（水曜）から 
 
 
２ 対象施設・開館時間 
（１） 戸田市立中央図書館（１階ロビーに特設窓口を設置） 
    午前９時～午後６時（第２、４、５月曜日及び月末日は休館） 
  

【参考】通常の開館時間 
   ・月～金曜日    午前９時～午後８時 

 ・土・日曜日、祝日 午前９時～午後６時 
 
（２） 戸田公園駅前配本所（戸田公園駅前行政センター内） 

・月～金曜日     正午～午後８時 
・土・日曜日、祝日  午前９時～午後５時３０分 

→戸田公園駅前出張所が、５月７日から平日の開所時刻

を変更しているため 
 

【参考】通常の開館時間 
   ・月～金曜日    午前８時３０分～午後８時 
  ・土・日曜日、祝日 午前９時～午後５時３０分 

 
※上戸田分館（上戸田地域交流センター内）・下戸田分室（東部福祉センター内）・美笹分室

（西部福祉センター内）・下戸田南分室（障害者福祉会館内）は、引き続き臨時休館とする。 
 



 
３ サービス内容 
（１） ５月２０日（水曜）～５月２５日（月曜） 

・予約した資料の受け取り 
・資料の返却（図書館全館、ＪＲ３駅の返却ポストも利用可） 

 
（２） ５月２６日（火曜）～当面の間 

・予約した資料の受け取り 
・資料の返却（図書館全館、ＪＲ３駅の返却ポストも利用可） 
・資料の予約・リクエスト 

 
４ 感染防止対策 
（１）密閉・密集・密接を避けるための対応 

・密閉した空間を作らないため、施設の換気に努める。 
・密集しないように、窓口に並ぶ際にはソーシャルディスタンス（人と人との距離）

を十分にとれるよう工夫する。 
・密接しないよう、短時間での窓口を心掛ける。 
・窓口に飛沫対策のビニールシート等を設置する。 

 
（２）接触感染リスクへの対応 

・来館者が使用できる手・指消毒液を設置する。 
・返却された図書等は感染リスクを軽減するために、翌々日以降に書棚に戻す。 

 
（３）図書館職員の衛生対策 

・マスクを着用し、体調管理に努める。 
・手洗い・咳エチケット等を積極的に行い、またその啓発に努める。 

 
（４）来館者への事前周知 

・発熱や風邪症状のある方には来館をご遠慮いただく。 
・マスクの着用をお願いする。 
・来館者の分散化を図るため、貸出券番号の末尾が「偶数」の方は「偶数日」に、

「奇数」の方は「奇数日」に来館いただくようお願いする。 
・１家族につき１名での来館をお願いする。 
・混雑状況により入館制限をさせていただくことがある。 
 



戸田市立郷土博物館の臨時休館の継続について 

１ 臨時休館期間 

変更前    令和２年４月１日（水）から５月６日（水）まで 

変更後    令和２年４月１日（水）から５月１５日（金）まで 

  再変更後    令和２年４月１日（水）から５月３１日（日）まで 

２ 理  由  等 

  当該施設については、新型コロナウイルスの確実かつ効果的な感染防止策を講じ、

施設利用者の健康被害を防ぐ観点から臨時休館としていたが、第１０回新型コロナ

ウイルス対策本部会議（以下「本部会議」という。）において、５月１５日まで休

館の継続が決定され、さらに、第１２回本部会議において、５月３１日まで継続が

決定されたため。 

（参考）戸田市立郷土博物館条例 ～抜粋～ 

  (休館日) 

  第 6 条 郷土博物館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 毎月の第 2 月曜日、第 4 月曜日及び第 5 月曜日(その日が国民の祝日に関す

る法律(昭和 23 年法律第 178 号)第 3 条に規定する休日(以下「休日」とい

う。)である場合を除く。

(2) 1 月 1 日から同月 4 日まで及び 12 月 29 日から同月 31 日まで

(3) 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日である場

合を除く。

(4) 特別整理期間(毎年 1 回 15 日以内)

(5) その他教育委員会が必要と認めた日
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彩湖自然学習センター（みどりパル）の臨時休館の継続について 

 

 

１ 臨時休館期間 

変更前   令和２年３月４日（水）から５月６日（水）まで 

変更後   令和２年３月４日（水）から５月１５日（金）まで 

再変更後  令和２年３月４日（水）から５月３１日（日）まで 

          

２ 理 由 等   

当該施設については、新型コロナウイルスの確実かつ効果的な感染防止策を講じ、

施設利用者の健康被害を防ぐ観点から臨時休館としていたが、第１０回新型コロナ

ウイルス対策本部会議（以下「本部会議」という。）において、５月１５日まで休

館の継続が決定され、さらに、第１２回本部会議において、５月３１日まで継続が

決定されたため。 

 

 

（参考）戸田市立郷土博物館条例 ～抜粋～ 

 (休館日) 

第 6 条 郷土博物館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 毎月の第 2 月曜日、第 4 月曜日及び第 5 月曜日(その日が国民の祝日に関す

る法律(昭和 23 年法律第 178 号)第 3 条に規定する休日(以下「休日」という。)

である場合を除く。) 

(2) 1 月 1 日から同月 4 日まで及び 12 月 29 日から同月 31 日まで 

(3) 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日である場

合を除く。) 

(4) 特別整理期間(毎年 1 回 15 日以内) 

(5) その他教育委員会が必要と認めた日 
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戸田市立少年自然の家の臨時休所の継続について 

 

 

１ 臨時休所期間 

変更前       令和２年３月４日（水）から５月６日（水）まで 

変更後       令和２年３月４日（水）から５月１５日（金）まで 

再変更後      令和２年３月４日（水）から５月３１日（日）まで 

 

 

２ 理 由 等 

当該施設については、新型コロナウイルスの確実かつ効果的な感染防止策を講じ、

施設利用者の健康被害を防ぐ観点から臨時休所としていたが、第１０回新型コロナ

ウイルス対策本部会議（以下「本部会議」という。）において、５月１５日まで休所

の継続が決定され、さらに、第１２回本部会議において、５月３１日まで継続が決

定されたため。 
 

 

 

３ 参  考 
（１） 戸田市立少年自然の家条例 ～抜粋～ 

（休所日） 
第４条 少年自然の家の休所日は、次のとおりとする。 
（1） １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 
（2） その他戸田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と  

 認めた日 
（２） 平成２８年４月１日付け締結戸田市立少年自然の家指定管理者基本協定書

戸田市立少年自然の家指定管理者制度業務仕様書 ～抜粋～ 
４ 休所日 
（1） １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

  （2） その他教育委員会が必要と認めた日 
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公民館の臨時休館の継続について 

 

 

１ 臨時休館期間 

変更前       令和２年４月１１日（土）から５月６日（水）まで 

変更後       令和２年４月１１日（土）から５月１５日（金）まで 

再変更後      令和２年４月１１日（土）から５月３１日（日）まで 

          

２ 理  由  等   

当該施設については、新型コロナウイルスの確実かつ効果的な感染防止策を講じ、

施設利用者の健康被害を防ぐ観点から臨時休館としていたが、第１０回新型コロナ

ウイルス対策本部会議（以下「本部会議」という。）において、５月１５日まで休

館の継続が決定され、さらに、第１２回本部会議において、５月３１日まで継続が

決定されたため。 

 

３ 対象施設 名  下戸田公民館・美笹公民館・新曽公民館 

 

 

 

（参考）戸田市公民館条例 ～抜粋～ 

 （休館日） 

第６条 公民館の休館日は、次のとおりとする。 

（１）毎月の第２月曜日、第４月曜日及び第５月曜日（その日が国民の祝日に関す 

る法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日である場合を除く。） 

（２）１月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

（３）その他教育委員会が必要と認めた日 
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芦原小学校生涯学習施設の臨時休館の継続について 

 

 

１ 臨時休館期間 

変更前       令和２年３月４日（水）から５月６日（水）まで 

変更後       令和２年３月４日（水）から５月１５日（金）まで 

  再変更後      令和２年３月４日（水）から５月３１日（日）まで 

 

２ 理  由  等   

  芦原小学校内にある当該施設については、新型コロナウイルスの確実かつ効果的

な感染防止策を講じ、施設利用者の健康被害を防ぐ観点から臨時休館としていたが、

第１０回新型コロナウイルス対策本部会議（以下「本部会議」という。）において、

５月１５日まで休館の継続が決定され、さらに、第１２回本部会議において、５月

３１日まで継続が決定されたため。 

 

 

 

（参考）戸田市立芦原小学校生涯学習施設運営要綱 ～抜粋～ 

（休館日） 

第４条 施設の休館日は、次のとおりとする。 

(1) １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

(2) その他教育委員会が必要と認めた日 
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資料 ＮＯ．１ 
 
 
 
 
 
 

報告事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年第５回教育委員会 (定例会 ) 

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ９ 日 ( 火 ) 

戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室 



１ 報告事項 
ページ 

① 「令和２年度 指導の重点・主な施策」について･･･････････････････････････････････････別紙 
（教育政策室） 

 
② 「令和元年度 戸田市教育研究集録」について･････････････････････････････････････････別紙 
（教育政策室） 

 
③ 令和２年度市研究指定等委嘱校 学校研究主題一覧について･････････････････････････････１ 
（教育政策室） 

 
④ 中学校の休業中における学習の確保について････････････････････････････････････････････ 
（各中学校） 

 

⑤ 市内中学校の生徒指導案件について･････････････････････････････････････････････当日配付 
（教育政策室） 

 
⑥ その他 



報告事項①

























報告事項②

























R3 R4

1
戸田市立
戸田第一小学校

生活科・総合的な学習の時
間【PBL】

PBLで開く新しい学びの創造 戸田市教育委員会 R2･R3･R4 なし － ○

2
戸田市立
戸田第二小学校

生活科･総合的な学習の時
間

つむぐ
 ～主体的に学び続け、他者と協働し、新たな価値を生み出すことがで
きる児童の育成～

戸田市教育委員会 R2･R3･R4
○

(カリマ
ネ)

－ ○

3
戸田市立
新曽小学校

全教科
つなぐ
　～カリキュラムを、人を、社会をつなぐ、資質・能力ベースの学び～

戸田市教育委員会 R2･R3･R4 なし － ○

4
戸田市立
美谷本小学校

全教科等【PBL】 心豊かに学び合い、未来を拓く児童の育成 戸田市教育委員会 R2･R3･R4 なし － ○

5
戸田市立
笹目小学校

リーディングスキル（全教
科）

自ら学びに向かう児童の育成
　～リーディングスキル向上を目指した指導法の工夫・改善～

戸田市教育委員会 30･R1･2 12/9 － －

6
戸田市立
戸田東小学校

生活・総合的な学習の時間
グローバル社会でたくましく生き抜き、活躍できる児童生徒の育成
～課題発見・解決能力と論理的思考を育成するPBLの推進～

戸田市教育委員会 R1･2･3 なし ○ －

7
戸田市立
戸田南小学校

全教科等
通常学級における、個に応じた教育的支援を必要とする児童への支援の
在り方

戸田市教育委員会 R2･R3･R4 なし － ○

8
戸田市立
喜沢小学校

【PBL】【STEAM】
特別活動（PBS）

未来につながる学びの創造
　～主体的・対話的で深い学びを通して～

戸田市教育委員会 R1･2･3 － ○ －

9
戸田市立
笹目東小学校

国語
「教師が変わる・授業が変わる・子供が変わる」
～リーディング・スキルを出発点とした、見方・考え方に着目して～

戸田市教育委員会 30･R1･2 1/28 － －

10
戸田市立
新曽北小学校

全教科 自分ゴト化し、挑戦する児童の育成 戸田市教育委員会 R2･R3･R4 なし － ○

11
戸田市立
美女木小学校

国語
互いに学び合い、考えを深め、思いを伝えられる子の育成
～正確に理解し、適切に表現できる資質・能力を育む授業を通して～

戸田市教育委員会 R2･R3･R4 なし － ○

12
戸田市立
芦原小学校

総合的な学習の時間、生活
科

関わり合い　学び合い　未来を拓く児童の育成
～「コミュニティ・スクールの力」を生かした探究的な学習～

戸田市教育委員会 30･R1･2 12/11 － －

４ 2 7

委嘱
期間

R2発表
予定日

発表予定年度

発表校数

R02.4.30現在

令和２年度　市研究指定等委嘱校　学校研究主題一覧（小学校）
※太字は発表予定校

※網かけは新規委嘱校

No 学校名 研究教科等 研究主題 研究委嘱機関

報告事項③

1



R3 R4

1
戸田市立
戸田中学校

全教科等 気づき・考え・深める　特別支援教育　～特別支援教育を科学する～ 戸田市教育委員会 30･R1･2 1/29 － －

2
戸田市立
戸田東中学校

全教科等
グローバル社会でたくましく生き抜き、活躍できる児童生徒の育成
～課題発見・課題解決能力と論理的思考を育成するＰＢＬの推進～

戸田市教育委員会 R1･2･3 なし ○ －

3
戸田市立
美笹中学校

全教科等
社会で活躍する人財の育成

～ＮＩＥを軸としたカリキュラム・マネジメントの推進～
戸田市教育委員会 R2･R3･R4 なし － ○

4
戸田市立
喜沢中学校

全教科等
疑・思・創
～社会の一員として未来を生きていくために～

戸田市教育委員会 R2･R3･R4 なし － ○

5
戸田市立
新曽中学校

総合的な学習の時間
自ら課題を見つけ、考察する生徒の育成
　　～ＰＢＬを取り入れた実践を通して～

戸田市教育委員会 R1･2･3 なし ○ －

6
戸田市立
笹目中学校

全教科等
主体的・対話的で深い学びの実現を目指して
～学習過程の質的改善～

戸田市教育委員会 30･R1･2 〇 － －

2 2 2

R3 R4

1
戸二小
新曽小
美笹中

全教科等
これからの時代に求められる資質・能力を育むための
カリキュラムマネジメントの在り方に関する調査研究

文部科学省 R1･2
戸二小
発表

－ －

2 戸東小 音楽 実践研究協力校事業 国立教育政策研究所 R02 － － －

3 教員の配置等に関する教育政策に関する共同研究 国立教育政策研究所 29･30･R1･2 － － －

発表校数

※網かけは新規委嘱校

No 学校名 研究教科等 研究主題 研究委嘱機関
委嘱
期間

R2発表
予定日

発表予定年度

令和２年度　市研究指定等委嘱校　学校研究主題一覧（中学校）

発表予定年度

市教育委員会

その他に行われる研究一覧（令和２年度）
※網かけは新規委嘱校

No 学校名 研究教科等 研究主題 研究委嘱機関
委嘱
期間

R2発表
予定日
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